
◎地方税法等の一部を改正する法律 
（令和六年三月三〇日法律第四号）   

一、 提案理由（令和六年二月一五日・衆議院総務委員会） 

○松本国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正

する法律案につきまして御説明申し上げます。 

 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を

御説明申し上げます。 

 現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提

出した次第です。 

 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、個人住民税の改正です。令和六年度分の個人住民税について、定額減税を実

施することとしております。 

 第二に、法人事業税の改正です。減資等により外形標準課税の対象法人が減少してい

ること等の課題に対応するため、その適用対象法人の見直しを行うこととしております。 

 第三に、固定資産税及び都市計画税の改正です。令和六年度の評価替えに当たり、現

行の土地に係る負担調整措置等を継続することとしております。 

 第四に、森林環境譲与税の改正です。譲与基準の見直しを行うこととしております。 

 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和六年三月二日） 

○古屋範子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 初めに、地方税法等の一部を改正する法律案は、令和六年度分の個人住民税について、

定額減税を実施するとともに、法人事業税について、減資等により外形標準課税の対象

法人が減少していること等の課題に対応するため、その適用対象法人の見直しを行うほ

か、固定資産税及び都市計画税について、令和六年度の評価替えに当たり、現行の土地

に係る負担調整措置等の継続、森林環境譲与税について、譲与基準の見直し、そのほか、

税負担軽減措置の整理合理化等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る二月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付

託されました。 

 委員会におきましては、同日両案について松本総務大臣から趣旨の説明を聴取した後、

二十日から質疑に入り、本日これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いた

しましたところ、両案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決し



ました。 

 なお、委員会において、持続可能な地方税財政基盤の確立及び大規模災害等への対応

に関する件について決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○決議（令和六年三月二日） 

 厳しい地方財政の現状を踏まえ、地方公共団体が住民生活に必要な行政サービスを持

続的かつ安定的に提供していくためには、持続可能な地方税財政基盤の確立が不可欠で

あること等に鑑み、政府は、次の諸点について措置すべきである。 

一 交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、前年度

の地方財政計画の水準を下回らないよう、予見可能性を持って安定的に確保するとと

もに、社会保障関係費その他の拡大する行政需要に合わせて充実させるよう最大限努

力すること。 

二 地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・再生、地

域社会のデジタル化、こども・子育て政策の強化等の重要課題に取り組んでいくため

には、地域のそれぞれの実情に応じた諸施策を中長期にわたって実施していく必要が

あることに鑑み、その実施に必要な歳出を継続的かつ安定的に地方財政計画に計上す

ること。 

三 地方交付税については、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が十分発揮

できるよう、引き続き、地方税等と併せ必要な総額の充実確保を図るとともに、法定

率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、臨時財政対策債等の特例措置に依存し

ない持続的な制度の確立を目指すこと。また、基準財政需要額の算定に当たっては、

社会保障関係費の自然増等を適切に反映するとともに、条件不利地域等、地域の実情

に十分配慮すること。 

四 地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避す

るため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。また、年度途中に税収の見込額が

減額される場合には、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任にお

いて十分な補填措置を講ずること。 

五 地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、安定的で充実

した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。また、税負担軽減措置等の

創設や拡充など減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、真に地域経済や住民

生活に寄与するものに限られるよう、慎重に対処するとともに、代替の税源の確保等

の措置を講ずること。とりわけ固定資産税は、市町村の基幹税目であることを踏まえ、

納税者の税負担にも配慮しつつ安定的税収の確保に努めること。 

六 個人住民税の定額減税並びに低所得者支援及び定額減税を補足する給付の実施に当

たって生ずる地方団体の事務負担に関しては、国の責任において必要な財政措置等を

講ずること。 



七 ふるさと納税制度に関しては、応益原則に配慮し、制度の趣旨に沿った適切な運用

に向けた取組を進めること。 

八 森林環境税及び森林環境譲与税については、今後の地方団体が実施する森林の整備

及びその促進に関する施策の取組状況や地方団体の意見を踏まえつつ、一層効果的に

活用されるよう、各地方団体への助言や人的・財政的支援を行うとともに、森林資源

の循環利用をより一層促進するため、新たな木材利用を創出すること等により、木材

の利用拡大を図ること。また、森林吸収源対策を一層推進することが重要となってい

る状況に鑑み、必要がある場合には、森林環境譲与税の使途や譲与基準を始め、適時

適切に所要の対応を検討すること。 

九 地方債については、財政力の弱い市町村が円滑に資金を調達できるよう、地方公共

団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を

行うこと。また、民間等資金について、引き続き資金調達手段の多様化に取り組むこ

と。 

十 臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方

公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。 

十一 今後とも、臨時財政対策債の発行抑制や交付税特別会計借入金の着実な償還に努

め、地方財政の健全化を進めること。 

十二 新型コロナウイルス感染症対策に関しては、引き続き国の責任において必要な財

政支援を行うこと。 

十三 会計年度任用職員を含む地方公務員の人件費については、民間給与の上昇等の動

向を踏まえ、その増加に要する財源を確実に措置すること。また、専門人材を始め、

地方公共団体における人員確保が困難となっている状況を踏まえ、地方公務員の人員

確保や専門性向上のために必要な財政措置その他の支援に万全を期すこと。 

十四 地域医療構想及び公立病院経営強化の推進に当たっては、公立病院の病床削減・

統廃合を前提とせず、地域の実情に即した地方公共団体の主体的な取組を十分に尊重

するとともに、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、必要な財政措置を講ず

ること。 

十五 物価高騰に伴う地方公共団体の行政経費の増加については、各団体の財政運営に

与える影響の把握に努め、必要がある場合には、迅速に追加的な財政措置を講ずるこ

と。 

十六 マイナンバーカードの普及促進に当たっては、保有枚数率によって、地方交付税

が減額されるなどの不利益が生じることのないようにすること。また、カードを取得

していない住民についても、必要な行政サービスが受けられないことのないようにす

ること。 

十七 東日本大震災からの復旧・復興事業が着実に実施できるよう、復旧・復興事業が

完了するまでの間、震災復興特別交付税を始め、必要な財源を確実に確保すること。



また、令和六年能登半島地震の被災地方公共団体に対しては、被災者支援や復旧・復

興事業が迅速かつ確実に実施できるよう、必要な人的・財政的支援を行うこと。 

十八 近年、集中豪雨、台風、地震、豪雪などの自然災害が頻発化・激甚化し、全国各

地で住民生活の安全・安心を脅かす甚大な被害が発生していることを踏まえ、地方公

共団体において、更なる防災・減災対策に予防保全の視点を含めて取り組むことがで

きるよう、十分な財政措置等を講ずること。 

 右決議する。 

三、参議院総務委員長報告（令和六年三月二八日） 

○新妻秀規君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、令和六年

度分の個人住民税の定額減税を実施するとともに、法人事業税の外形標準課税に係る適

用対象法人の見直し、令和六年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画

税の税負担の調整、森林環境譲与税の譲与基準の見直し等を行うほか、税負担軽減措置

等の整理合理化等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、定額減税の実施に伴う地方行

財政への影響、森林環境譲与税の譲与基準見直しの効果、子ども・子育て政策に係る地

方財政措置、会計年度任用職員の処遇改善の必要性、特別交付税の算定方法の客観化及

び明確化等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して小沢雅仁理事よ

り地方税法等の一部を改正する法律案に反対、地方交付税法等の一部を改正する法律案

に賛成、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して高木かおり委員より両法律

案に賛成、日本共産党を代表して伊藤岳委員より両法律案に反対、ＮＨＫから国民を守

る党を代表して浜田聡委員より両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


